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介護予防、高齢者の生活支援・社会参加の促進のため

加齢性難聴に補聴器購入助成の創設を
６月１９日の名古屋市議会

で、さいとう愛子議員（名東

区）は、「加齢性難聴に対す

る補聴器購入助成制度の創設」

と「学童保育指導員の複数配

置の堅持」を求めて、議案外

質問に立ちました。

難聴が認知症の危険因子との認識は一致

さいとう議員は、最初に、身近にいる人たちの日常

生活で聞こえにくく、困った経験を紹介し、難聴への

対応を個人まかせにせず、社会的に取り組むことが必

要と問題提起して、健康福祉局長に、加齢性難聴が認

知症の危険因子との認識を質しました。

健康福祉局長は、「難聴が認知症の危険因子の一つ

と認識している」と答弁しました。

他都市の事例を紹介し、補聴器助成を要望

次いで、さいとう議員は、難聴の改善に力を発揮

する補聴器が、日本ではあまり普及していない理由を、

補聴器の購入価格が高いこと、中軽度の聴覚障害への

公的支援がないことだと指摘しました。

そして、東京都江東区・新宿区・千代田区などで補

聴器助成を実施している状況を示し、名古屋市として、

認知症予防をはじめとした介護予防のためにも、高齢

者の生活を支援し社会参加を促進する補聴器購入助成

を中等度の難聴者に実施するよう求めました。

補聴器助成は考えていない（健康福祉局長）

これに対し、健康福祉局長は、「難聴を含む身体機

能の低下については、効果を見極めながら検討する必

要がある」としながら、「難聴の補正が認知症予防の

効果につながるかのエビデンス（根拠）は未確立」だ

とし、「実施による効果が明確でないことから、補聴

器助成の実施は考えていない」と答えました。

市の答弁は、国の姿勢より後ろ向き

さいとう議員は、市の答弁について「補聴器だけは

効果が明確でない」と断言したことについて、「どう

してそう言い切れるのか」と質しました。

そして、国会で厚労省が「難聴が認知症の危険因子

である可能性が指摘されており、補聴器を用いた聴覚

障害の補正による認知機能低下予防の効果検証の研究

を昨年度から開始し、研究を推進したい」と答弁して

いることを紹介し、「国も補聴器の役割に注目してい

る」と指摘し「市の答弁は、国の姿勢よりも後ろ向き

ではないか」と厳しく追及しました。

苦しんでいる市民の実情、困っている声を
しっかりと聞いて補聴器助成の検討を

最後に「市として、苦しんでいる市民の実情、困っ

ている声などの話をしっかり聞き、多くの高齢者の生

活を支え、もっと社会の中で活躍できるように、聞こ

えの問題、補聴器助成をしっかり検討する」よう強く

求めました。

議案外質問(６月１９日）さいとう愛子議員

子どもたちの安心・安全な居場所のため

児童福祉法の改定によって、学童保育指導員の２人

以上の配置が「従うべき基準」から、自治体の判断で

資格のない職員の１人配置でもよいとする「参酌基準」

となりました。

さいとう議員は、子どもたちの安心・安全な放課後

の居場所には、高い資質と知識を備えた有資格者であ

る指導員を原則２名以上配置する現行基準の堅持を求

め、名古屋市の基本姿勢を質しました。

資格を持つ職員の複数配置を重ねて要望

子ども青少年局長は「国からの通知等について、情

報把握に努めるとともに、保護者や運営者の意見等を

十分踏まえながら、対応について検討していきたい」

との答弁に留まりました。

さいとう議員は、「複数体制を維持するとの明確な

回答がなく残念」と述べ、重ねて「資格を持つ職員の

複数体制の堅持」を求め、質問を終えました。

児童福祉法改定に伴う学童保育の指導員

法改定後も複数配置の堅持を
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